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お知らせ

●福祉事業のために
　JA愛知西女性部様（一色下方町）…現金16万円

●保育支援者の配置のために（企業版ふるさと納税）
　㈲ハヤテ様（一宮市）

ご寄付ありがとうございます

国民年金の年金額
　６月支払い分から下表のとおり変更になります。詳しくは、一宮年
金事務所（ 0586-45-1418）へ問い合わせてください。

種類 支給額　
【】内は昭和31年４月１日以前生まれの方の額 子の加算額

老齢基礎年金
477

831,700円【829,300円】
（満額の場合） －

障害基礎年金
464

１級の方…1,039,625円【1,036,625円】
２級の方…831,700円【829,300円】 第１子、第２子

…各239,300円
第３子以降
…各79,800円

遺族基礎年金
（基本金額）

437
831,700円【829,300円】

民生委員・児童委員の一斉改選

福祉課　 32-1278　 4784

　地域住民の身近な相談相手として、現在209名の民生委員・
児童委員の皆さんが活動されています。
　令和４年12月１日付で委嘱された民生委員・児童委員は令
和７年11月30日をもって任期が満了となり、令和７年12月
１日に民生委員・児童委員の一斉改選が行われます。
　委員は、各区長さんの推薦により選出されますので、地域
の皆さまのご理解とご協力をお願いします。

後期高齢者医療協定保養所の宿泊利用料を助成します
442

　協定保養所の宿泊利用料を、1人１泊につき1,000円（令和８年３
月31日までで最大４泊分）助成します。

 後期高齢者医療被保険者
協定保養所　下表
利 用方法　予約時に後期高齢者医療被保険者であることを伝え、宿泊

当日に協定保養所の窓口で後期高齢者医療被保険者証または資格確
認書と利用カード（初回利用時に協定保養所で交付）を提示
 愛知県後期高齢者医療広域連合給付課　 052-955-1205
協定保養所 所在地 電話番号

サンヒルズ三河湾 蒲郡市 0533-68-4696

すいとぴあ江南 江南市 0587-53-5555（予約専用）

豊田市百年草 豊田市 0565-62-0100

あいち健康の森
プラザホテル 東浦町 0562-82-0211

おんたけ休暇村
セントラル・ロッジ 長野県王滝村 0264-48-2111

福祉医療費受給者証の更新
手続きをお忘れなく

445

 後期高齢者福祉医療費受給者
証をお持ちの方
有効期限　７月31日㈭

国保年金課　 32-1325
 対象者へ６月中旬に申請書を
送付します

市・県民税および森林環境税の納付 3895
　令和７年度市・県民税および森林環境税の普通徴収と、公的年金か
らの特別徴収の納税通知書を、６月中旬に送付します。
普通徴収の第１期納期限　６月30日㈪
●�市・県民税および森林環境税の公的年金からの特別徴収制度
　令和７年４月１日現在、65歳以上の方は、公的年金などにかかる市・
県民税および森林環境税が、公的年金から特別徴収（天引き）されます。
　昨年度以前から特別徴収の対象となっている方は、４月・６月・８
月の仮徴収と10月・12月・令和８年２月の本徴収での納付となります。
　令和７年度から新たに対象となる方は、10月から特別徴収による納
付となります。
●減免・免除制度
　納付が困難で一定の要件に該当する方は、減免・免除の適用があり
ます。詳しくは、普通徴収の第１期納期限までに問い合わせてください。

課税課　 32-1205

行政情報公開制度・個人
情報保護制度
●行政情報公開制度
　皆さんが知りたい行政情報

（文書・図画・写真・電子デー
タなど）を公開する制度です。
●個人情報保護制度
　市が保有する個人情報を適
正に取り扱い、プライバシーが
侵害されないようにすること
を定めた制度です。
令和６年度実施状況
　行政情報の公開請求件数は
1,911件で、個人情報に関す
る部分などを除き公開しまし
た。また、個人情報の開示請求
件数は162件で、本人以外に
関する情報などを除き開示し
ました。
　詳しくは、 1318 や市役
所市民ホールの行政情報コー
ナーで確認できます。

総務課　 32-1152

児童手当の現況届
4341

　現況届の提出は原則不要です
が、一部の受給者は提出が必要
です。対象者には通知を送付し
ます。
提�出期限　６月30日㈪
●�次の変更事項がある方は届け
出が必要です

・ 児童を養育しなくなったなど、
支給対象となる児童がいなく
なったとき

・ 児童や配偶者の情報（住所や氏
名など）に変更があったとき

・ 受給者の加入する公的年金制
度（保険証の種類）に変更が
あったとき
子育て支援課　 32-1296

放課後児童クラブ
夏休み利用申込受付

3973 申込書ダウンロード可

　小学校夏休み期間（７月19
日～８月31日）に放課後児童
クラブの利用を希望する方は、
申し込んでください。

 ６月20日㈮までに、申込書
などに記入の上、利用を希望
する児童クラブへ
 今回の申し込みでは、終業式
の日以前、始業式の日以後は
利用できません。初めて児童
クラブを利用する場合は、申
込時に児童の面接も行います
子育て支援課　 32-1299

財源確保のため有料広告を掲載しています。広告内容の問い合わせは、直接広告主へお願いします。
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財源確保のため有料広告を掲載しています。広告内容の問い合わせは、直接広告主へお願いします。
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